
 

   令和  年  月  日議決・専決      令和 ６年 ４月 １日施行 

 

 

   令和 ６年 ３月 ５日公布         令和  年  月  日適用 

 

 

   佐用町告示第   号  

 

   令和６年佐用町規則第２号 

 

 

 

 

 

佐用町長の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則 

 

佐用町長の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

 

 

令和 ６年 ３月 ５日 

 

 

                   佐用町長  庵 逧 典 章 

 

 

 

 



佐用町規則第２号 

 

佐用町長の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則 

 

佐用町長の資産等の公開に関する規則（平成17年佐用町規則第８号）の一部を次

のように改正する。 

 

第３条第１項中「第２条第１項第６号」を「第２条第１項第５号」に改め、「株

券」の次に「、金銭信託」を加え、同条第３項中「第２条第１項第７号」を「第２

条第１項第６号」に改める。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 



様式第１号（第２条関係） 

 



 



 



 



 



 



様式第２号（第４条関係） 

 



 



 



 



 



 



様式第３号（第５条関係） 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


